
＜記入例＞    出産育児一時金の医療機関直接支払制度 合意文書 

当院では、できるだけ現金でお支払いいただかなくて済むよう、平成２１年１０月から始まった「出産育児一

時金の医療機関等への直接支払制度」をご利用いただくことを原則としております。 

 

○妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金（※）を請求いたし

ます。手続きについて手数料はいただきません。 

 ※家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。 

 

○退院時に当院からご請求する費用について、原則５０万円の一時金の範囲内で、現金でお支払いいただく必

要がなくなります。 

 ・出産費用が５０万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。当院では分娩予約保証金と

してお預かりした保証金を不足額のお支払いに充てさせていただきます。一時金と分娩予約保証金を合わ

せた上での更なる不足分については、退院時、窓口でお支払いいただきます。 

 ・出産費用が５０万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。 

※ 当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。  

 

○帝王切開などの保険診療を行った場合、３割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの３割負担のお支払

いにも充てさせていただきます。 

 

○この仕組みを利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取りたい場合には、お申し出ください。その場合、

出産費用を全額お支払いいただくことになります。 

 

＜妊婦の方へのお願い＞ 

① 入院時にマイナンバー保険証または健康保険証をご提示ください。また、合意文書を記入後に保険証が変更

された場合には、速やかにお申し出ください。 

※ 継続して 1 年以上被保険者であり退職後６カ月以内に出産された場合で、現在は国民健康保険の方は、在職時の医療保

険から給付を受けることもできます。その際は、退職時に交付されている資格喪失証明証を保険証と併せてご提示くだ

さい（詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください） 

② 妊婦健診等により、帝王切開など高額な保険診療が必要とわかった方は、入院時にマイナンバー保険証をご

提示ください。また、マイナンバー保険証をお持ちでない方は、加入されている医療保険者に「限度額適用

認定証」を申請し、入手した認定証をご提示ください。窓口負担が軽減される場合がございます。限度額適

用認定証をお持ちにならないと請求額が高額になることもありますので、忘れずにお持ちください。 

※ 所得により限度額が異なります。限度額の計算はひと月毎になります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

以上説明を受け、（保険者名）                   から支給される一時金について、直接

支払制度を利用することに合意   いたします   いたしません 

                                 20×× 年  × 月  × 日 

被保険者（世帯主）                     氏名 

                                                    

千葉県八千代市八千代台東１丁目６番１７号               （出産予定日） 20××年 △ 月   △日 

医療法人社団 前友会 前田産婦人科  ℡047-484-1330          直接支払制度不活用   

前田 花子 

【（保険者名）について】 

保険証・資格確認証に記載されている 

健保組合または市町村名をお願いします。 

（例）○○組合 

（例）全国健康保険協会 千葉支部 

（例）○○共済組合 

（例）八千代市 

 

マイナ保険証ご利用の方はマイナポータルでご確認のうえご記

入ください。 

。 

いたします   いたしません 

直接支払制度をご利用の方は「いたします」 

ご利用にならないかたは「いたしません」 

に〇をお願いします。 

国保の方：患者様ご本人のお名前 

社保の方：ご本人加入→患者様ご本人のお名前 

     ご家族加入→社会保険に加入されているご家族のお名前 の記入をお願いします。 

◆本日の日付 

◆患者様ご本人のお名前 

◆出産予定日 

 

のご記入をお願いします。 

 

直接支払制度をご利用にならない方のみ 

「直接支払制度不活用」に☑ 

をお願いします。 


